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2017年 2月 15日 

動く→動かす 第９期運営委員会決定 

 

「動く→動かす」2016年度第２回臨時総会 
議案書 

 

第１号議案 「動く→動かす」の解散と残余財産の譲渡について 

 

主文 

 

１. 「動く→動かす」規約 10（２）に基づき、2017年３月 31日を以て「動く→動かす」を解散する。 

２. 「動く→動かす」規約 10（４）および「動く→動かす」第９期運営委員会第８回運営委員会（2017年２月

10日開催）決定に基づき、「動く→動かす」解散時に「動く→動かす」に残存する財産については、

「SDGs市民社会ネットワーク」に譲渡する。 

 

提案理由 

（１）主文１について 

 

2015年 9月に国連で策定された「持続可能な開発目標」（SDGs）は、昨年から実施に移され、日本でも、市民

社会も参画する形で政府の「SDGs実施指針」が年末に策定されました。MDGs時代からSDGs時代へ…私た

ち国際協力に取り組むNGOも、日本も含めた貧困や格差の是正、持続可能な社会・経済・環境の創造に向け

て、より広い視野を持ってネットワーキングやアドボカシー、広報・啓発活動をしていかなければならない時代に

差し掛かっています。 

  

「動く→動かす」では、これを見越し、2012年にSDGs交渉に向けた市民社会と外務省のパイプとして設立して

いた「ポスト2015NGOプラットフォーム」を、昨年4月、「SDGs市民社会ネットワーク」（以下、「同ネットワーク」

とします。）へと組織替えし、「動く→動かす」がその事務局を担うことになりました。昨年下半期の SDGs 実施

指針をめぐる政策提言は、同ネットワークが主役となりました。現在、同ネットワークは途上国の開発だけでなく、

環境、障害、ジェンダー、貧困・格差、地域の持続可能性拡大といった分野について、「分野別グループ」を持ち、

国内課題も含めた SDGs課題に積極的に取り組みつつあります。 

 

本状況を踏まえ、「動く→動かす」運営委員会は昨年 11月 18日に開催した第９期第５回運営委員会にて、「動

く→動かす」の組織を上記の SDGs 市民社会ネットワークに統合し、同ネットワークの組織を充実させて、「動く

→動かす」自体は本年度末（2017 年 3 月末日）をもって解散することを会員の皆さまに提起する、ということを

決定し、同ネットワークの世話人会にこれを提起しました。同ネットワーク世話人会も、12 月 2 日に開催した世

話人会会合でこれを受け入れ、「動く→動かす」の統合を前提とした同ネットワークの組織再編について、「動く

→動かす」と同ネットワーク合同の作業チームを設立して検討することになりました。これらの検討を踏まえ、同

ネットワークは、一般社団法人化し、「動く→動かす」の会員制度を取り込む形で組織再編する方向性を追求し

ています。これらを踏まえ、「動く→動かす」第９期運営委員会は、本総会を招集して、「動く→動かす」の解散を

議案として提起するものです。 

 

（２）主文２について 

 

「動く→動かす」が解散する場合、残余財産の譲渡先については、解散時に運営委員会が定める、となってい

ます。これについて、「動く→動かす」第９期運営委員会は、２月 10 日に開催した第８回会合において、以下の

決定を行いました。 
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（第９期運営委員会 第８回会合決定） 

「動く→動かす」第９期運営委員会は、２月 28 日に開催される 2017 年臨時総会において、「動く→動かす」

が今年度末（2017 年３月 31 日）を以て解散することが決定された場合、解散時点において、その残余財産

を「SDGs市民社会ネットワーク」に譲渡することを決定する。 

 

主文２は、第９期運営委員会の上記決定を踏まえて、「動く→動かす」の残余財産の譲渡先を「SDGs市民社

会ネットワーク」とすることを、総会としても確認するというものです。「動く→動かす」の１月末日時点での会計

状況、および３月末の解散時点での会計状況ならびに残余財産については、本議案書の「報告事項２」をご覧

ください。 

 

なお、「動く→動かす」としては、解散の時点までに、自己都合による未払い金や未収入金はなくす方向で取り

組んでいますが、３月 31日時点になっても、若干、先方都合による短期借入金および未収入金が残る予定で

す。具体的には、以下の通りです。 

 

（１） 地球環境基金への第五回支払申請によって回収する資金（４月 28日入金予定） 

（２） ４月下旬に金額が確定する家賃光熱費（金額が確定しだい清算予定） 

 

これら短期借入金、未収入金などを含めた残余財産については、主文２が採択された場合、「SDGs市民社会

ネットワーク」に引き継がれることになります。よって、未払い金の清算等の作業は、「動く→動かす」の解散以

降は「SDGs市民社会ネットワーク」が実施することとなり、「動く→動かす」としては、本総会にて清算人を選出

することなどはいたしません。 

 

以上












